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用語の解説（調査票Ｂ関係） 

１．個人属性に関する事項 

 

１  年 齢 

  平成 18 年 10 月 19 日現在における満年齢である。 

２  配偶関係 

配偶関係は，届出の有無に関係なく，実際の状態

により，次のように区分した。 

・未 婚……結婚したことのない人。 

・有配偶……現在，妻又は夫のある人（内縁関係に

ある人を含む。）。 

・死別・離別……妻又は夫と死別・離別して，現在 

        独身でいる人。 

３  教 育 

  平成 18 年 10 月 20 日現在の状態により，次のよう

に区分した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ここでいう学校とは，小学校，中学校，高等学校，

短期大学，大学などの学校をいい，予備校，洋裁学

校，料理学校，語学学校や職員・社員の研修所，養

成所，訓練所などは含まない。 

  各種学校，専修学校については，中学校卒業を入

学資格とする修業年限３年以上のものは「高校」と

し，高等学校卒業を入学資格とする修業年限２年以

上のものは「短大・高専」とした。 

   

 

 

 

 

 

４ 情報通信関連機器の使用の状況 

使用しているか否か，使用している場合には使用し

ている機器の種類により，次のように区分した。 

 

 

 

 

 

 

「使用している」には，本人が所有している場合の

ほか，世帯で共有しているものや学校・職場が所有

しているものを，時間を問わず自分の用途で使用し

ている場合も含む。なお，学校や職場のみで使用し

ている場合は除いた。 

「携帯情報端末」とは，スケジュール，住所録，メ

モなどの個人の情報を管理する電子秘書機能と，携

帯電話やＰＨＳなどを通じたインターネットへのア

クセス機能を持つ,手帳サイズのコンピュータをいう。 

５  介護の有無・対象 

ふだん家族の介護をしているか否か，している場合

には誰をどこで介護しているかにより，次のように

区分した。 

 

 

 

 

 

 

 

ここでいう介護とは，日常生活における入浴・衣服

の着脱・トイレ・移動・食事等の際に，何らかの手

助けをすることをいい，介護保険制度で要介護認定

を受けていない人に対する介護も含む。 

なお，一時的に病気等で寝ている人に対する介護の

場合は，「ふだん介護をしている」から除いている。 

６  ふだんの就業状態 

  15 歳以上の人について，ふだん仕事をしているか

否かにより次のように区分した。 

  

 

 

 

 

 

在学者 10 歳以上 

卒業者 

小学・中学 

高校・旧制中 

短大・高専 

大学・大学院 

小学 

中学 

高校 

短大・高専 

大学・大学院 

 

未就学者 

その他の 
家族を介護 

ふだん介護を 

   していない 

ふだん介護を 

   している

65 歳以上の 
家族を介護 

自宅内で 

自宅外で 

自宅内で 

自宅外で 

使用している 

使用していない 

携帯電話・ＰＨＳ 
パソコン 
携帯情報端末 

15 歳以上

有業者 

主に仕事 

家事などのかたわらに仕事

通学のかたわらに仕事 

家事 

通学 

その他 
無業者 
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・有業者……ふだんの状態として，収入を目的とし

た仕事を続けている人。 

なお，家族従業者は，無給であってもふだん

継続して仕事をしていれば有業者とした。 

    また，育児休業や介護休業などで仕事を一

時的に休んでいる場合は，収入の有無及び休

業日数の長短にかかわらず有業者とした。 

なお，仕事があったりなかったりする人や，

忙しい時だけ家業を手伝う人など，「ふだん

の状態」がはっきり決められない場合は，お

おむね，１年間に 30 日以上仕事をしている場

合を，「仕事をしている人」とした。 

・無業者……有業者以外の人。 

７  従業上の地位 

有業者を従業上の地位により，次のように区分した。 

・雇用されている人……会社・団体・官公庁・個人

商店などに雇われている人。住み込みの家事手

伝いや臨時雇，パート，アルバイトなどを含む。 

  なお，会社などの役員は除く。 

・会社などの役員……会社の社長・取締役・監査役，

団体の理事・監事などの役員。 

・雇人のある業主……個人経営の商店主・工場主・

農業主などの事業主や開業医・弁護士などで，

雇人がいる人。 

・雇人のない業主……個人経営の商店主・工場主・

農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・

行商従事者などで，本人又は家族とだけで事業

を営んでいる人。 

・家族従業者……農業や個人商店などで，農作業や

店の仕事などを手伝っている家族。 

・家庭内の賃仕事（内職）……材料が支給され，大

がかりな固定的設備を必要としない仕事を自宅

で行っている人。 

８  雇用形態 

雇用されている人について，勤め先での呼称により，

次のように区分した。 

 ・正規の職員・従業員 

・パート 

・アルバイト 

・労働者派遣事業所の派遣社員 

・その他 

９  職 業  

  従事した仕事の種類を，国勢調査の職業分類に基

づいて分類した。 

「別表１」を参照されたい。 

 

10  週間就業時間 

就業規則などで定められている就業時間ではなく，

ふだんの１週間の実労働時間数（30 分未満は切り捨

て，30 分以上は切り上げ）により区分した。 

ふだん残業や副業をしている場合には，その時間

を含む。 

11  ライフステージ 

本人の年齢，配偶者や子供と同居か否かなどによ

り，次のように区分した。 

・親と同居の 25 歳未満の人 

同一世帯内に子供，配偶者のいない人で，親

と同居している 25 歳未満の者。 

・親と同居の 25～44 歳の人 

同一世帯内に子供，配偶者のいない人で，親

と同居している 25～44 歳の者。 

・18 歳未満の子供のいるひとり親 

同一世帯内に 18 歳未満の子供がおり，配偶者

がいない者。更に末子の年齢により以下のとお

り特掲した。 

・うち６歳未満の子供あり  

・18 歳未満の子供のいる夫・妻 

同一世帯内に配偶者と 18歳未満の子供がいる

者。更に末子の年齢により以下のとおり細分し

た。 

・６歳未満の子供あり 

・６歳未満の子供なし 

・45 歳未満で，18 歳未満の子供のいない夫・妻 

同一世帯内に18歳未満の子供はいないが配偶

者がいる 45 歳未満の者。更に 18 歳以上の未婚

の子供の有無の状況により以下のとおり特掲し

た。 

・うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

・その他の 45 歳未満の人 

   同一世帯内に子供，配偶者，親のいない 45 歳

未満の者及び同一世帯内に 18歳以上の子供がい

るが配偶者のいない 45 歳未満の者。更に 18 歳

以上の未婚の子供の有無の状況により以下のと

おり特掲した。 

・うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

・45～64 歳で，18 歳未満の子供のいない夫・妻 

同一世帯内に 18 歳未満の子供はいないが，配

偶者がいる 45～64 歳の者。更に 18 歳以上の未

婚の子供の有無の状況により以下のとおり特掲

した。 

・ うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

・その他の 45～64 歳の人 

   同一世帯内に 18 歳未満の子供，配偶者のいな
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い 45～64 歳の者。更に 18 歳以上の未婚の子供

の有無の状況により以下のとおり特掲した。 

・ うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

・65 歳以上で，18 歳未満の子供のいない夫・妻 

同一世帯内に 18 歳未満の子供はいないが，配

偶者がいる 65 歳以上の者。更に 18 歳以上の未

婚の子供の有無の状況により以下のとおり特掲

した。 

・ うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

・その他の 65 歳以上の人 

   同一世帯内に 18 歳未満の子供，配偶者のいな

い 65 歳以上の者。更に 18 歳以上の未婚の子供

の有無の状況により以下のとおり特掲した。 

・ うち 18 歳以上の未婚の子供あり 

 

 なお，「子供」には，実子のほか,子の配偶者や配

偶者の子を含む。 

 

２． 世帯属性に関する事項 

 

12  世 帯 

  住居と生計を共にしている人の集まりをいう。 

一人で１戸を構えて暮らしている人や，間借り，寮・

寄宿舎・下宿屋などに居住する単身者はその一人一

人を一つの世帯とした。 

13  世帯の家族類型 

世帯をその構成により，次のように区分した。 

・夫婦のみの世帯 

・夫婦と子供の世帯 

・夫婦と両親の世帯 

・夫婦とひとり親の世帯 

・夫婦，子供と親の世帯 

・夫婦，子供と両親の世帯 

  ・夫婦，子供とひとり親の世帯 

    

・高齢者夫婦世帯……夫婦のみの世帯のうち，夫が

65 歳以上，妻が 60 歳以上の世帯。 

・単身世帯……一人の世帯。 

  なお，この「世帯の家族類型」での夫婦とは，世

帯内で最も若い世代の夫婦のことをいう。世帯内に

２組以上の夫婦がいる場合の夫・妻とは，この夫婦

に該当するものをいい，親，子供（未婚の子に限る。）

とは，この夫婦からみた続き柄としての親又は子供

をいう。 

14  単身世帯の区分 

  単身世帯を，次のように区分した。 

・単身赴任……配偶者又は扶養親族のある給与所得

者で，会社などの命令により生活の本拠として

いた住居を離れ，一人で３か月以上（その見込

みを含む。)生活している者及び出稼ぎ者。 

・その他 

15  共働きか否かの別 

  夫婦のいる世帯を，夫と妻のふだんの就業状態に

より，次のように区分した。 

・夫が有業で妻も有業（共働き） 

・夫が有業で妻が無業 

・夫が無業で妻が有業 

・夫が無業で妻も無業 

16  住居の種類 

各世帯の住居を，その所有関係により，次のように

区分した。 

・持ち家……その世帯が所有している住宅。登記が

まだ済んでいない場合や，分割払いで支払いが

完了していない場合を含む。 

・民営の賃貸住宅 

・都市再生機構・公営などの賃貸住宅 

・給与住宅……社宅，公務員住宅など，勤め先の会

社・官公庁・雇主などが所有又は管理している

住宅に住んでいる場合。 

なお，会社・雇主などが借りている一般の住

宅に住んでいる場合を含む。 

・住宅に間借り・寄宿舎・その他 

住宅に間借り……他の世帯が住んでいる住宅（持

ち家・借家・給与住宅）の一部の部屋を借

りて住んでいる場合。 

なお，その借りている部分が次の①～③のす

べてに当てはまる場合は,｢住宅に間借り｣ではな

く「民営の賃貸住宅」とした。 

① 他の居住部分と完全に仕切られており，専用

の居住室がある。 

② 専用の出入口がある（共用の廊下などを通っ

て出入りできる場合を含む）。 

③専用の流しと便所がある（共用でも，他の世     

帯の居住部分を通らずに，いつでも使える場

合を含む）。 

17  居住室数 

居住室とは，居間，寝室，客間など居住用の室をい

う。玄関，台所，便所，浴室などは除く。 

なお，ダイニングキッチン（食事室兼台所）は，流

しや調理台以外の部分が３畳相当以上ある場合，居

住室とした。 
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18  自家用車の有無 

「自家用車あり」とは，所有権の有無に関係なく，

世帯員が常時使用できる自家用車がある場合をいう。 

ただし，業務用のみに使用している車は除く。 

19  世帯の年間収入 

世帯の年間収入とは，すべての世帯員の過去１年間

（平成17年 10月 20日～18年 10月 19日）の収入（税

込み額）の合計をいう。 

  自営業の場合は，売上高から必要経費を差し引い

た営業利益をいう。 

  収入は，仕事からの収入だけでなく，年金・恩給

などの給付金，配当金，仕送り金などを含む。ただ

し，財産の売却，預貯金の引き出しによる収入及び

相続，贈与，退職金など経常的でない収入は除く。 

なお，この１年の間に新たに仕事に就いた人の場

合は，その仕事に就いた時から現在までの収入を基

に，１年間働いたとした場合の収入額の見積りによ

る。 

20 介護支援の利用の状況  

介護支援とは，別居の親族からの手助けや介護サー

ビス（訪問介護，日帰り介護）などをいう。 

介護には，介護保険制度で要介護認定を受けてい

ない人に対する介護も含む。 

 
３. １日の生活時間に関する事項 

 

21  行動の種類 

１日の行動を 15 分ごとの時間帯別に（同時に２種

類以上の行動をした場合は，主行動と同時行動それ

ぞれについて）調査し，それを大分類６種類，中分

類 22 種類，小分類 85 種類に分類した。なお，一部

結果表においては，小分類を組み直し，調査票Ａに

よる行動分類（全 20 種類）及び国際比較用（ＥＵ区

分）の分類でも集計している。 

行動分類の一覧等については「別表２」を，行動

分類の定義及び内容例示については「別表３」を参

照されたい。 

 

22  その日の行動の種類      

生活時間の調査日の状況を，次の区分で調査した。 

（複数回答あり） 

・旅行（１泊２日以上） 

・行楽（半日以上の日帰り） 

・行事または冠婚葬祭（半日以上の参加） 

・出張・研修など 

・療養 

・休みの日（休暇・休日など） 

・その他 

集計においては，次の区分で表章している。 

ふだんの日…「その他」にのみ記入のある日 

休 み の 日…「休みの日」に記入のある日 

仕事のある日… 有業者について，「その他」にの

みに記入のある日 

仕事のない日… 有業者について，「休みの日」に

記入のある日 

 

23 その日の天気         

生活時間の調査日における天気の状況を，次の区分

で調査した。 

・一日中雨 

・一時雨 

・降雨なし 

24 インターネットの利用    

１日の行動に関し，時間帯（15 分単位）別にイン

ターネットの利用の有無を調査した。 

25 行動の場所         

１日の行動に関し，時間帯（15 分単位）別に行動

した場所を，次の区分で調査した。 

・自宅 

・学校・職場 

・移動中 

・その他 

26  一緒にいた人          

１日の行動に関し，時間帯（15 分単位）別に一緒

にいた人を，次の区分で調査した。 

ここで「一緒にいた」とは，普通に会話ができる

程度の距離にいる場合をいう。ただし，近くに知っ

ている人が誰もいない場合や睡眠中は「一人で」と

している。 

・一人で 

・父 

・母 

 ・子 

 ・配偶者 

 ・その他の家族 

・学校・職場・その他の人 

 

なお，ここでいう父，母，子，配偶者及びその他

の家族は，同一世帯の者に限らない。 
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27  平均時間            

 行動の種類別平均時間は，一人１日当たりの平均

行動時間数で，総平均と行動者平均，曜日別平均と

週全体平均とがある。 

・総平均……該当する種類の行動をしなかった人

を含む全員についての平均。 

・行動者平均……該当する種類の行動をした人の

みについての平均。 

・曜日別平均……調査の曜日ごとに平均値を算出

したもの。平日 (月曜日～金曜日の平均値)，

土曜日及び日曜日平均がある。 

・週全体平均……次の式により曜日別結果を平均

して算出した。 

  （ 月曜日平均 ＋…… ＋ 日曜日平均） 

７ 

 ただし，ある曜日に当該属性を持つ客体が存在し

ない場合は以下のとおり算出した。 

・週全体の総平均時間 

（５× 平日平均 ＋ 土曜日平均 ＋ 日曜日平均） 

７ 

注：平日，土曜日及び日曜日のうち，１つでも当該属性

を持つ客体が存在しない場合は，「･･･」で表章した。 

・週全体の行動者平均時間 

（月曜日平均＋……＋日曜日平均） 

月曜日～日曜日の当該行動者のいる曜日数 
 

28  行動者率 

行動者数 

人 口 

 

 

 

 

×100   (％) 



国勢調査大分類

専門的・技術的職業従事者 専門的・技術的職業従事者

管理的職業従事者 管理的職業従事者

事務従事者 事務従事者

販売従事者 販売従事者

サービス職業従事者
保安職業従事者

農林漁業作業者 農林漁業作業者

運輸・通信従事者 運輸・通信従事者

生産工程・労務作業者 生産工程・労務作業者

分類不能の職業 分類不能の職業

社会生活基本調査

別表１　平成18年社会生活基本調査と平成17年国勢調査の職業分類対応表

保安職業，サービス職業従事者
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調査票Aによる
行動分類

ＥＵ
行動分類
※

(参考)
平成13年調査　詳細行動分類

1有償労働

11 主な仕事関連

111 主な仕事 仕事 3 主な仕事

112 主な仕事中の移動 仕事 3 主な仕事中の移動

12 副業関連

121 副業 仕事 3 副業

122 副業中の移動 仕事 3 副業中の移動

13 通勤

131 通勤 通勤・通学 11，12 通勤・通学

14 その他の仕事関連

141 仕事中の休憩 休養・くつろぎ 3 仕事中・学校での学習（学業）中の休憩

142 求職活動 その他 3 求職活動

2　無償労働

21 家事

211 食事の管理 家事 5 食事の管理

212 菓子作り 家事 5 その他の趣味・娯楽

213 園芸 家事 5 その他の趣味・娯楽

214 住まいの手入れ・整理 家事 5 住まいの手入れ・整理

215 衣類等の手入れ 家事 5 衣類等の手入れ

216 衣類等の作製 家事 5 その他の趣味・娯楽

217 建築・修繕 家事 5 建築・修繕

218 乗り物の手入れ 家事 5 乗り物の手入れ

219 世帯管理 家事 5 世帯管理

21A 乳幼児以外の家族の介護・看護 介護・看護 5 乳幼児以外の家族の介護・看護

21B 家族の身の回りの世話 家事 5 家族の身の回りの世話

21C その他の家事 家事 5 その他の家事

22 育児

221 乳幼児の介護・看護 介護・看護 5 乳幼児の介護・看護

222 乳幼児の身体の世話と監督 育児 5 乳幼児の身体の世話と監督

223 乳幼児と遊ぶ 育児 5 乳幼児と遊ぶ

224 子供の付き添い等 育児 5 乳幼児の付き添い等

225 子供の教育 育児 5 子供の教育

226 子供の送迎移動 移動（通勤・通学を除く） 11 移動

23 買い物・サービスの利用

231 買い物 買い物 5 買い物

232 公的サービスの利用 家事 5 公的サービスの利用

233 商業的サービスの利用 家事 5 商業的サービスの利用

24 家事関連に伴う移動

241 家事関連に伴う移動 移動（通勤・通学を除く） 11 移動

25 ボランティア活動関連

251 ボランティア活動 ボランティア活動・社会参加活動 6 ボランティア活動

252 ボランティア活動に伴う移動 移動（通勤・通学を除く） 11 移動

3学業，学習・研究

31 学業

311 学校での授業・その他学校での行動 学業 4 学校での授業・その他学校での行動

312 学校の宿題 学業 4 学校の宿題

313 家庭教師による勉強,学習塾・予備校での勉強等 学業 4 家庭教師による勉強,学習塾・予備校での勉強等

314 学校での学習（学業）中の休憩 休養・くつろぎ 4 仕事中・学校での学習（学業）中の休憩

315 通学 通勤・通学 11 通勤・通学

32 学習・研究（学業以外）

321 学習・研究（学業以外） 学習・研究（学業以外） 4 学習・研究（学業以外）

4 個人的ケア

41 睡眠関連

411 睡眠 睡眠 1 睡眠

412 うたたね 休養・くつろぎ 1 うたたね

413 療養 受診・療養 1 療養

42 身体的ケア

421 受診 受診・療養 5 受診

422 入浴（自分自身や家族等が行うもの） 身の回りの用事 2 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの）

423 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの） 身の回りの用事 2 身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの）

424 身の回りの用事（個人サービスの利用） 身の回りの用事 5 身の回りの用事（個人サービスの利用）

別表２　平成18年社会生活基本調査　行動分類一覧

平成18年社会生活基本調査　詳細行動分類
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調査票Aによる
行動分類

ＥＵ
行動分類
※

(参考)
平成13年調査　詳細行動分類

平成18年社会生活基本調査　詳細行動分類

43 食事

431 朝食 食事 2 食事

432 昼食 食事 2 食事

433 夕食 食事 2 食事

434 夜食 食事 2 食事

435 軽飲食 休養・くつろぎ 2 軽飲食

5自由時間

51 社会参加・宗教活動

511 社会参加活動 ボランティア活動・社会参加活動 7 社会参加活動

512 礼拝・読経 その他 7 礼拝・読経

52 交際 

521 冠婚葬祭 交際・付き合い 7 冠婚葬祭

522 人と会って行う交際・付き合い 交際・付き合い 7 人と会って行う交際・付き合い

523 家族とのコミュニケーション 休養・くつろぎ 7 家族とのコミュニケーション

524 電話による交際・付き合い 交際・付き合い 7 電話による交際・付き合い

525 電子メールによる交際・付き合い　 交際・付き合い 7 電子メールや手紙等による交際・付き合い

526 手紙等による交際・付き合い 交際・付き合い 7 電子メールや手紙等による交際・付き合い

53 教養・趣味・娯楽

531 教養・娯楽 趣味・娯楽 7 教養・娯楽

532 創作 趣味・娯楽 8 創作

533 趣味としての菓子作り 趣味・娯楽 5 その他の趣味・娯楽

534 成果物を得る趣味・娯楽 趣味・娯楽 8 その他の趣味・娯楽

535 趣味としての園芸 趣味・娯楽 5 その他の趣味・娯楽

536 ペットの世話 趣味・娯楽 5 その他の趣味・娯楽

537 犬の散歩等 趣味・娯楽 5 その他の趣味・娯楽

538 趣味としての衣類等の作製 趣味・娯楽 5 その他の趣味・娯楽

539 趣味 趣味・娯楽 8 趣味

53A ゲーム 趣味・娯楽 8 ゲーム

53B ドライブ 趣味・娯楽 11 ドライブ

53C 他に分類されない趣味・娯楽 趣味・娯楽 8 その他の趣味・娯楽

54 スポーツ

541 エアロビクス系スポーツ スポーツ 8 エアロビクス系スポーツ

542 球技 スポーツ 8 球技

543 ウォーター系スポーツ スポーツ 8 ウォーター系スポーツ

544 成果物を得るスポーツ スポーツ 8 その他のスポーツ

545 他に分類されないスポーツ スポーツ 8 その他のスポーツ

55 マスメディア利用

551 読書 趣味・娯楽 10 読書

552 新聞・雑誌 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 10 新聞・雑誌

553 テレビ テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 9 テレビ・ラジオ

554 ビデオ・ＤＶＤ 趣味・娯楽 9 ＣＤ・カセットテープ・ビデオ

555 ラジオ テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 10 テレビ・ラジオ

556 ＣＤ・カセットテープ 趣味・娯楽 10 ＣＤ・カセットテープ・ビデオ

56 休養・くつろぎ

561 休養・くつろぎ 休養・くつろぎ 8 その他の休養・くつろぎ

6 その他

61 移動

611 家事的趣味に伴う移動 移動（通勤・通学を除く） 11 移動

612 その他の移動 移動（通勤・通学を除く） 11 移動

62 調査・その他

621 社会生活基本調査に関連する行動 その他 13 社会生活基本調査に関連する行動

622 他に分類されない行動 その他 13 その他

(再掲）

7

（注）行動の種類の前に付与されている番号が１桁のものは大分類，２桁のものは中分類，３桁のものは小分類となっている。

※ ＥＵ統一生活時間調査基本表の分類区分に対応させるべく作成した区分であり，ここに示す番号に対応する行動は以下のとおりである。

1  睡眠 8　休養，スポーツ，趣味・ゲーム

2　身の回りの用事と食事 9　テレビ

3　仕事と仕事中の移動 10　マスメディア（テレビを除く）

4　学習 11　移動

5　家事と家族のケア 12　うち通勤

6　ボランティア活動 13　その他

7　参加活動，交際，教養・娯楽

無償労働（国際比較）
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別表３　　平成18年社会生活基本調査詳細行動分類　定義及び内容例示

定義 内容例示 備考

本人又は自家の収入を目的とする仕事（物
の生産及びサービスの提供）。
本業及びそれに関連する行動。

①本業に費やされた時間で，超過勤務，家
に持ち帰った仕事，就業中の研修を含む。
また，職場で過ごす待機時間も含む。ただ
し，その時間に他の行動をしていれば，そ
の行動で分類。

①仕事の準備　仕事
残業　仕事の後片付け
アルバイト

②無給の行動のうち，就業（主な仕事）前
後に職場で過ごす時間。

②職場で仕事の前に仕
事着に着替える

112 主な仕事
　　中の移動

「111主な仕事」を目的とした移動。 営業の仕事で得意先へ
行く　配達　市場へ仕
入れに行く　得意先か
ら会社へ帰る

・移動自体が仕事の場合（運
転業務者（タクシー，トラッ
ク，ピザの宅配など）の移
動）も含む。
・出張先への行き帰りの移動
は，「612その他の移動」と
する。

副業及びそれに関連する行動。

①副業に費やされた時間で，超過勤務，家
に持ち帰った仕事，就業中の研修を含む。
職場で過ごす待機時間も含む。

①仕事の準備（副業）
仕事（副業）　残業
（副業）

②無給の行動のうち，就業（副業）前後に
職場で過ごす時間。

②職場で仕事の前後に
仕事着に着替える（副
業）

122 副業中の
　　移　動

「121副業」を目的とした移動。 市場へ仕入れに行く
（副業）

・移動自体が仕事の場合（運
転業務者（タクシー，トラッ
ク，ピザの宅配など）の移
動）も含む。
・出張先への行き帰りの移動
は，「612その他の移動」と
する。

通勤に関連する行動。

131 通　勤 仕事場へ／からの移動。 仕事場へ行く　仕事か
ら帰る　大学からアル
バイト先へ行く

・途中で寄り道をした場合も
含めるが，仕事場へ/から行
く/帰る途中で，ふだんの通
勤経路を大きくはずれて寄り
道をした場合（行きと帰りで
時間が大きく違う場合）は，
「131通勤」とはせず，その
他の移動に関連する分類とす
る。

仕事中（仕事と仕事の間）の休憩及び求職
活動。
①職場での休憩時間・昼休みで，他の行動
が特定されていない場合。

①職場の休憩　昼休み

②職場での休憩時間・昼休み及び個人的理
由による仕事の中断中の喫煙。

②仕事の合間の喫煙
昼休みの喫煙

142 求職活動 無給の行動のうち，求職に関連した行動。 求人広告を読む　求人
に応募する　就職試験
ハローワークで仕事を
探す

収入を目的としない仕事（物の生産及び
サービスの提供）。
本人又は家族のための物の生産及びサービ
スの提供。育児及び買い物は除く。

・家族のために行ったこと
で，同時にそれが他の家族の
者のためになることもある行
動も含む。

①食事の準備に関連した行動。 ①料理をする　料理を
温める　コーヒーを入
れる　食事の下ごしら
え

行動の種類

・翌日の仕事のためにカバン
に物をつめる，又は衣服の用
意をすることは「214住まい
の手入れ・整理」とする。
・休憩時間，昼休みは実際に
した行動で分類する。なお実
際の行動を特定できない場合
又は他の行動をしていない場
合は「141仕事中の休憩」と
する。

・休憩時間，昼休みは実際に
した行動で分類をする。なお
実際の行動を特定できない場
合又は他の行動をしていない
場合は「141仕事中の休憩」
とする。

・仕事中の休憩で，実際にし
た行動が特定されればその行
動で分類する。
・仕事の状況に関連した中断
は「111主な仕事」又は「121
副業」とする。

13 通　勤

12 副業関連

11 主な仕事関連

1 有償労働

111 主な仕事

121 副　業

141 仕事中の
　　休　憩

211 食 事 の
　　管 理

21 家　事

2 無償労働

14 その他の仕事
　 関連
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定義 内容例示 備考行動の種類

②食事の後片付けに関連した行動。 ②食卓を片付ける　食
器を洗う　食器をふき
んで拭く

③食物の保存に関連した行動。 ③自家消費する漬物作
り　ジャムを作る　果
物を保存する

212 菓子作り 菓子作り アップルパイを焼く
プリンを作る

・趣味として行っていること
が特定できる場合は「533趣
味としての菓子作り」とす
る。

213 園　芸 自家消費を主な目的とする米，野菜及び庭
木などの栽培及びその収穫。

野菜を栽培する　花壇
の草取り　庭の水まき
ガーデニング 稲刈り

・趣味として行っていること
が特定できる場合は「535趣
味としての園芸」とする。

①家の内外の掃除，片付け。 ①掃除機をかける　庭
の掃除　落ち葉を掃く
玄関を掃く　家の前の
道路の掃除　床にワッ
クスをかける　窓ガラ
スを拭く　部屋を片付
ける　おもちゃをしま
う　衣服を片付ける
中庭の椅子を洗う　ふ
とんを干す　ベッドを
整える　ごみを出す
紙・ビン・カンを仕分
けする

②物を整理する。 ②買ってきたものを整
理する　明日着る衣服
を用意する　通学カバ
ンに必要なものを入れ
る

③暖房，給水。 ③風呂の準備　暖房用
の燃料を用意する

④自宅等における様々な種類の事柄の調
整。

④探し物をする　カー
テンをつるす　荷造り
や荷解きをする　引越
花瓶の水替え

①衣類等の洗濯，洗濯に関連する行動。 ①汚れ物を手洗いする
浸し洗いする　アイロ
ンがけ　洗濯物を仕分
けする　洗濯物を干す
洗濯物を片付ける　洗
濯機をセットする

②衣類等の繕い。 ②衣服の繕い　衣替え
衣服のリフォーム　ボ
タンの付け替え　靴磨
き

216 衣類等の
　　作　製

新しく衣類等を作ること。
手編み，針仕事，また機械を使った場合も
含む。

カーテンを縫う　洋服
を作る　手芸　編み物
をする

・衣類等を繕う場合は「215
衣類等の手入れ」とする。
・趣味として行っていること
が特定できる場合は「538趣
味としての衣類等の作製」と
する。

①建物（住居，車庫，離れ等）の建設，増
築及び改築。（大規模なもの）

①壁に断熱材をつける
車庫を建てる　排水管
をつける　台所を改築
する

②建物（住居，車庫，離れ等）の修理。 ②壁の塗り直し　屋根
の修理　塗装　壁紙の
張替え　照明器具をつ
ける　窓枠を取り付け
る　つまったシンクを
直す

③家具や家庭用品の作製・維持。 ③家具を取り付ける
陶器，道具，耐久品を
作る　家具や設備の組
立て　電球を取り替え
る　ミシンの部品を掃
除し，油をさす　台所
の換気扇を掃除する

・趣味として行っていること
が特定できる場合は「532創
作」とする。

214 住まいの
　　手入れ・
　　整　理

215 衣類等の
　　手入れ

217 建築・
　　修 繕
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定義 内容例示 備考行動の種類

218 乗り物の
　　手入れ

世帯にある乗り物を自分自身で手入れする
こと。

車のタイヤ交換　自転
車のパンク修理　オー
トバイの修理 洗車

219 世帯管理 世帯に関連する計画や調整，予算計画，株
取引などの行動。

家計簿の記入　家族の
週末の予定を計画した
旅行の計画　インター
ネットで自己所有の株
価をチェック

21A 乳幼児以
　　外の家族
　　の介護・
　　看護

乳幼児（就学前の子供）以外の家族の病人
や高齢者の身体的世話。

高齢の親の入浴を介助
病気の妻が医者に行く
のに付き添う　けがを
している中学３年生の
子供の介護

21B 家族の身
　　の回りの
　　世話

乳幼児を除く家族の援助や面倒をみること
（家事，介護・看護を除く）。

夫の散髪をした　小学
１年生の子供の着替え
の世話　夫を起こした

21C その他の
　　家事

①家畜を飼うことで，成果物が自家消費目
的で生産される場合。
②「211食事の管理」～「21B家族の身の回
りの世話」及び「21Cその他の家事」の①以
外の家事。

家畜に餌をやる　ニワ
トリの世話　ヤギの乳
搾り

親や兄弟が行う子供又は兄弟の世話や教育
に関する行動。

・家族のために行ったこと
が，同時に他の家族の者のた
めになることもある行動も含
まれる。

221 乳幼児の
　　介 護・
　　看 護

病気やけがしている乳幼児の身体的世話。 かぜで寝ている３歳の
子供の看病をする　５
歳の子供の診察に付き
添う

・就学後の子供の介護・看護
は「21A乳幼児以外の家族の
介護・看護」とする。

①乳幼児の世話。 ①０歳の子供に食事を
与える　２歳の子供を
入浴させる　４歳の子
供を着替えさせる　乳
児の体を拭く　乳児に
授乳する　０歳の子供
のおむつを替える

②乳幼児の屋内外での監督。 ②３歳の妹の子守をし
た　公園で遊ぶ３歳の
子供を見守る　３歳と
５歳の子供たちと一緒
に遊び場にいた（戸外
での監督）

223 乳幼児と
　　遊ぶ

乳幼児の遊び相手。 ２歳の子供に本を読む
幼稚園に通う子供と遊
ぶ　４歳の子供と数字
遊びをする

・乳幼児に勉強を教える場合
も含める。
・１歳と小学２年生の子供と
遊んだ場合も含める。
・小学生の子供と遊ぶのは
「523家族とのコミュニー
ケーション」とする。

224 子供の付
　　き添い等

スポーツセンター，音楽のレッスン，塾等
で待つこと。

子供のピアノのレッス
ンが終わるのを待つ
小学１年生のスイミン
グスクールに付き添う

・待っていること以外に他の
行動が特定されればその行動
を主な行動とし，同時行動を
「224子供の付き添い等」と
する。
・移動に費やされた時間は
「226子供の送迎移動」とす
る。

225 子 供 の
　　教 育

子供が物事をどのようにすればよいか導
く。
子供の勉強を見る。
宿題の手伝い。

小学５年生の子供の勉
強を見る　８歳の子供
の宿題をチェックした
中学１年生の子供の保
護者会に出席　小学６
年生の子供の学校の創
立記念の会に参加

226 子供の
　　送迎移動

子供の送り迎え。 保育園へ連れて行く
駅へ中学３年生の息子
を迎えに行く

・就学後の子供の身体の世話
と監督は「21B家族の身の回
りの世話」とする。

222 乳幼児の
　　身体の世
　　話と監督

22 育　児

11



　
定義 内容例示 備考行動の種類

買い物及び外部から家事などのサービスを
受けるための行動。

・家族のために行ったこと
で，同時に他の家族の者のた
めになることもある行動も含
める。
・美容院など個人ケアに係る
サービスの利用は「424身の
回りの用事（個人サービスの
利用）」とする。

①住居，車，家具，家電製品等の資本財や
食物，雑誌等の消費財の購入やレンタルの
ための外出。

①買い物　ガソリンス
タンドで給油　チケッ
トを買う　レンタルビ
デオ店でビデオ等を借
りる　電話でピザを注
文した　インターネッ
トを利用した商品の注
文　電話でチケットを
予約した

②店，フリーマーケットなどを見て歩き，
品定めをする。

②ウインドーショッピ
ング　店で服を試着し
た　衣類を見て歩いた
売りに出ているマン
ションを見た

232 公的サー
　　ビスの利
　　用

役所や公的機関のサービスの利用。 郵便局で小包を受け取
る　郵便局で郵便物を
出す　市役所で住民票
の交付を受ける　法務
局で登記簿の複写　警
察署で車の免許証の更
新

・図書館で本を借りるなどの
行動は，「531教養・娯楽」
とする。

233 商業的
　　サービス
　　の利用

クリーニング店，銀行等の商業的サービス
の利用。

クリーニング店へ洗濯
物を出す　ホテルに
チェックイン　靴屋で
修理した靴を受け取る
ガソリンスタンドで洗
車　ガソリンスタンド
でオイル交換と整備を
してもらう　銀行で預
金をする　自動預金支
払機でお金をおろす
旅行代理店で旅行の相
談をする

・自分自身で車の修理等をす
る場合は「218乗り物の手入
れ」とする。
・商品の注文は「231買い
物」とする。

家事関連に伴う移動。

①「21家事」に関連した移動。 ①夫を職場に車で送る
父の看護をしに病院へ
行く

②「22育児」に関連した移動。 ②小学生の子供の授業
参観のために学校へ行
く

・子供の送り迎えは「226子
供の送迎移動」とする。

③「23買い物・サービスの利用」に関連し
た移動。

③買い物に行く

無償（交通費など実費程度の支払いは有償
とはみなさない）で，家族以外の者又は団
体に奉仕すること及びそれに関連する行
動。
①他の家族や社会のための無償の活動。 ①環境保全と動物愛護

献血　ボランティアグ
ループで道路の補修を
した　スポーツのコ―
チ，審判をする　隣家
の高齢者の食事の手助
け　隣家の子供の遊び
相手をする

②自分を含む組織のための無償の活動。 ②町内会の役員会に参
加　布教活動

252 ボランテ
　　ィア活動
　　に伴う
　　移動

「251ボランティア活動」に関連した移動。 ボランティア活動を行
うため公民館に行く
高齢者施設の慰問に行
く

24 家事関連に
　 伴う移動

23 買い物・サー
　 ビスの利用

25 ボランティア
　 活動関連

231 買い物

241 家事関連
　　に 伴 う
　　移 動

251 ボランテ
　　ィア活動
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定義 内容例示 備考行動の種類

学校で行う学業や自由時間に行う学業，学
習・研究。
小学校，中学校，高校，大学等での公式教
育に関連する学業，研究など。
①小学校，中学校，高校，大学等で公式教
育の一環として行う授業と講義。

①学校の授業　試験
運動会

②勉強ではないが学校に関連した行動。 ②ホームルーム　校内
掃除

312 学 校 の
　　宿 題

小学校，中学校，高校，大学等の予習，復
習及び宿題を家や図書館等で行う勉強。

学校に持っていくため
に植物採集をする　授
業の予習　授業の復習
中間テストの勉強　学
校の宿題

・翌日の授業の準備をするの
は「214住まいの手入れ・整
理」とする。

313 家庭教師
　　による勉
　　強，学習
　　塾・予備
　　校での勉
　　強等

学習塾及び予備校等に関連した勉強。 予備校の授業　家庭教
師に教わる　予備校の
宿題

314 学校での
　　学習（学
　　業）中の
　　休憩

小学校，中学校，高校，大学等での休憩時
間・昼休みで，他の行動が特定されていな
い場合。

昼休み　学校の休み時
間

・学校や学習塾での休憩で，
実際にした行動が特定されれ
ばその行動で分類する。

315 通　学 小学校，中学校，高校，大学等へ/からの移
動。学習塾等へ/からの移動。

学校から帰る　登校
下校　塾から帰る

・途中で寄り道をした場合も
含めるが，学校へ/から行く/
帰る途中で，ふだんの通学経
路を大きくはずれて寄り道を
した場合（行きと帰りで時間
が大きく違う場合）は，
「315通学」とはせず，その
他の移動の目的に関連する分
類とする。

学業以外の学習・研究。

321 学 習 ・
　　研 究
 （学業以外）

自由時間に行う学業以外の学習・研究。 社会通信教育の講座で
学習　資格試験の勉強
自動車教習　テレビの
○○講座をみて学習
ピアノ教室　市主催の
○○講座を受講して学
習　パソコン教室

・講座や稽古事など人から教
えてもらう場合も含める。た
だし,スポーツを教えてもら
う場合は「54スポーツ」とす
る。
・職場で命ぜられて受けた研
修は「111主な仕事」～「122
副業中の移動」とする。
・学校の宿題の「自由研究」
は「312学校の宿題」とす
る。

生理的に必要な活動及び身体のケア及び食
事に関する行動。
睡眠と病臥に関する行動。

411 睡　眠 眠っている状態。眠る前後にふとんやベッ
ドにいる状態。

睡眠　昼寝　仮眠　眠
りに落ちるのを待つ

・うたたねは｢412うたた
ね｣，休養は「141仕事中の休
憩」，「314学校での学習(学
業)中の休憩」又は｢561休
養・くつろぎ｣とする。

412 うたたね うとうとしている状態。 うたたね　ごろね

①病気，高齢，身体的不自由等の理由でふ
とんやベッドにいる状態。

①病気のため静養　足
を骨折したため寝床に
いる

②家族又は友人から健康上の世話を受ける
こと。また,自分で行うこと。

②傷の手当て　血圧の
測定

4 個人的ケア

・休憩時間，昼休みで他の行
動をしていない場合は「314
学校での学習（学業）中の休
憩」とする。
・クラブ活動・部活動はその
内容により「321学習・研究
（学業以外）」，「531教
養・娯楽」～「53C他に分類
されない趣味・娯楽」又は
「541エアロビクス系スポー
ツ」～「545他に分類されな
いスポーツ」等に分類する。

32 学習・研究
　（学業以外）

31 学業

3 学業，学習・研究

・医療的な世話等を誰かに
やってあげた場合は「221乳
幼児の介護・看護」，「21A
乳幼児以外の家族の介護・看
護」，「251ボランティア活
動」のいずれかとする。

311 学校での
　　授業・そ
　　の他学校
　　での行動

413 療　養

41 睡眠関連
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定義 内容例示 備考行動の種類

自分でまたは他の人にしてもらう自分自身
の身体のケアに関する行動。

421 受　診 医者，歯医者，マッサージ師等から医療に
関するサービスを受けること。

医者の往診を受けた
診療所の待合室で待つ
病院で治療を受けた

422 入浴
　（自分自身
　や家族等が
　行うもの）

入浴すること。 入浴　シャワー　サウ
ナ　銭湯　温泉

423 身の回り
　　の用事
　（自分自身
　や家族等が
　行うもの）

①自分自身で行う入浴以外の個人ケア。
②家族，親せき，友人等から入浴以外の個
人ケアを無償で受けること。

衣服を着がえる　ひげ
そり　化粧　手を洗う
顔を洗う　歯みがき
足を洗う　髪を乾かす
母親に散髪してもらう

424 身の回り
　　の用事
　（個人サー
　　ビスの
　　利用）

個人ケアのうち，第三者から受ける有償の
サービス。

美容院でパーマをかけ
てもらう　理容院で散
髪　エステ

飲食に関する行動。

431 朝　食 午前４時以降午前11時前に開始する食事。 朝食　家族と朝食

432 昼　食 午前11時以降午後４時前に開始する食事。 昼食　給食

433 夕　食 午後４時以降午後12時前に開始する食事。 夕食　レストランで
ディナー

434 夜　食 午前０時以降午前４時前に開始する食事。 夜食

435 軽飲食 間食，軽飲食をとること。 軽飲食　おやつを食べ
る　コーヒーブレイク
お茶の時間

「１有償労働」,「２無償労働」,「３学業,
学習・研究」,「４個人的ケア」及び「６そ
の他」を除く行動。
社会参加活動及び礼拝・読経に関する行
動。
①市民としての義務的活動。 ①選挙の投票　法廷で

証言

②社会的・政治的組織が開く会合等に,無償
（交通費など実費程度の支払いは有償とは
みなさない）で参加すること。

②政治活動に参加　婦
人活動の会合に参加

①個人が行う宗教的活動。 ①神社参詣　家での読
経　朝のおつとめ　ミ
サに参加した　日曜学
校に参加した　家族で
聖書を読む　宗教団体
の会合に参加

②日常の先祖等の供養に関連する行動。 ②墓参り　仏壇の水替
え

人との交流，付き合いを目的とした行動。

521 冠婚葬祭 冠婚葬祭。 結婚式に参列　結婚披
露宴に出席　法事　法
要後の会食

522 人と会っ
　　て行う交
　　際・付き
　　合い

人付き合いを深めることで，他の行動が特
定されていない。
友人，隣人等と親睦を深めること。
自宅又は外での集まり。パーティー。

隣人と話をする　友人
と戸外で話をする　会
食　送別会に出席　あ
いさつ回り　友人の見
舞い　訪問客との会話
職場の記念パーティー
卒業祝いのパーティー
に出席

・親が自分の子供と親睦を深
めるのは「223乳幼児と遊
ぶ」又は「523家族とのコ
ミュニケーション」とする。
・子供が他の子供たちとゲー
ムをしているのは「53Aゲー
ム」とする。
・交際のための趣味・娯楽，
スポーツは，行動の内容によ
り分類する。

523 家族との
　　コミュニ
　　ケーショ
　　ン

家族と親睦を深めること。 家族とおしゃべりをす
る　姉と言い争い　母
に電話をする　父と
メールをする

・親が自分の子供（乳幼児）
と親睦を深めるのは「223乳
幼児と遊ぶ」とする。
・子供が他の子供たちとゲー
ムをしているのは「53Aゲー
ム」とする。

・保護者会への出席は「225
子供の教育」とする。
・自分の所属する地域・団体
で行うバザー，運動会等への
単なる参加は，行動の内容で
分類する。

511 社会参加
　　活動

42 身体的ケア

52 交　際

51 社会参加・
　 宗教活動

5 自由時間

43 食　事

512 礼 拝 ・
　　読 経
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定義 内容例示 備考行動の種類

524 電話によ
　　る交際・
　　付き合い

友人等との電話による会話。 友達と電話で話す ・公共施設，店等への電話は
それぞれの行動とする。

525 電子メー
　　ルによる
　　交際・
　　付き合い

友人等とのＥメールのメッセージの読み，
書き，送信。
インターネットでチャットをする。

メールのやりとり
メールのチェック

526 手紙等に
　　よる交際
　 ・付き合い

個人的な手紙，ファックス等を書いたり，
読んだりする。

手紙を書く　挨拶状を
書く

・古い手紙を読む場合も含め
る。

教養,趣味及び娯楽に関する行動。 ・趣味として行っているもの
（スポーツを除く）でも他の
人に教えてもらったり，資格
を取得するために研究してい
ることが明らかな場合は｢321
学習・研究（学業以外）｣と
する。

①映画館での映画鑑賞。美術館等での美術
鑑賞。
劇場での観劇。ライブの音楽鑑賞。

①映画館で映画を見る
劇場で芝居を見る　コ
ンサートで音楽鑑賞
美術館で絵画を見る

・待ち時間，休憩時間も含め
る。
・チケットの注文，購入は
「231買い物」とする。
・テレビでの鑑賞は「553テ
レビ」とする。

②図書館の利用のうち，他に分類されない
行動。

②図書館で本を借りる
図書館でＣＤを借りる

・図書館での勉強は「312学
校の宿題」又は「321学習・
研究（学業以外）」とする。
・図書館で本を読むのは目的
により分類するが，読書の内
容・目的が分からない場合は
「551読書」とする。

③競技場等でのスポーツ観戦。 ③ボクシングを見る
ラグビーを見る　モー
タースポーツを観戦す
る

・テレビでのスポーツ観戦は
「553テレビ」とする。

④観光地見物。 ④植物園で花を見る
動物園で動物を見る
自動車ショーを見る
工場見学　ファッショ
ンショーを見る　遊園
地で遊ぶ

①絵画，写真，彫刻，グラフィックス，陶
芸等の製作に関連した行動。

①陶器の色づけをした
ビデオで子供を撮った
自宅の庭でデッサンを
した

・コンピュータを使ったビ
ジュアルアートの製作も含め
る。
・日曜大工は，趣味と特定で
きない場合は「217建築・修
繕」とする。
・自由時間に美術を勉強する
のは「321学習・研究（学業
以外）」とする。

②歌を歌う，演劇をする，独奏又は合奏す
る，作曲する。

②教会でのコーラスに
参加　キーボードで音
楽を演奏した　カラオ
ケで歌った

・コンピュータを使った芸術
の製作も含める。

③小説，日記等を書く。 ③小説を書いた　日記
をつける

・コンピュータを使った文筆
芸術も含める。
・社会生活基本調査調査票へ
の記入は「621社会生活基本
調査に関連する行動」とす
る。

533 趣味とし
　　ての菓子
　　作り

趣味としての菓子作り。 アップルパイを焼く
（趣味）　プリンを作
る（趣味）

・趣味と特定できないものは
「212菓子作り」とする。

534 成果物を
　　得る趣味
　　・娯楽

自生しているものや,観光農園等での成果物
の採取,収穫。

ぶどう狩り　きのこ狩
り　栗拾い

・自分で栽培したものの収穫
は「213園芸」又は「535趣味
としての園芸」とする。

53 教養・趣味
　 ・娯楽

531 教 養 ・
　　娯 楽

532 創　作
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定義 内容例示 備考行動の種類

535 趣味とし
　　ての園芸

趣味として行う米，野菜及び庭木などの栽
培及びその収穫。

野菜を栽培する（趣
味）　花壇の草取り
（趣味）　庭の水まき
（趣味）　ガーデニン
グ（趣味）　稲刈り
（趣味）

・収穫して自家消費する場合
も含める。
・趣味と特定できないものは
「213園芸」とする。

536 ペットの
　　世話

ペットの世話。 犬をグルーミングする
ペットに餌をやる

・家畜の世話は「21Cその他
の家事」とする。

537 犬の散歩
　　等

ペットの散歩及びペットと外（庭も含む）
で遊ぶこと。

犬を散歩させる　犬を
フリスビーで遊ばせる

・犬以外のペットも含める。
・ペットと室内で遊ぶ場合は
「53Aゲーム」とする。

538 趣味とし
　　ての衣類
　　等の作製

趣味として新しく衣類等を作ること。
手編み，針仕事，また機械を使った場合も
含む。

趣味でパッチワークを
した

・趣味と特定できないものは
「216衣類等の作製」とす
る。
・衣類等を繕う場合は「215
衣類等の手入れ」とする。

他に分類されない趣味。
①収集などの趣味。 ①記念切手を集める

コインを集める　携帯
電話のストラップを集
める

②プログラミング，コンピュータの修理。
他に分類されないコンピュータの利用。

②コンピュータの組
立・修理　コンピュー
タゲームのインストー
ル　ネットサーフィン
をした　図書館のコン
ピュータを利用する
コンピュータを使って
情報を検索する　コン
ピュータを使って得た
情報を読む

・世帯管理でのコンピュータ
の利用は「219世帯管理」と
する。

③その他の趣味。 ③模型を作る　アルバ
ムに写真を整理した

①テレビゲーム。クロスワードパズル，一
人トランプなどの一人遊び。
人形，おもちゃ等で一人で遊ぶ。

①カード手品の練習を
した　トランプ　テレ
ビゲーム

②室内外の遊びとゲーム。子供が，子供同
士又は大人と行う室内外の遊びとゲーム。

②ドミノ　盤上ゲーム
ビリヤード　囲碁　将
棋　麻雀

・子供の遊びで遊びの内容が
特定できないものも含める。
・全身運動を伴う遊びは
「541エアロビクス系スポー
ツ」とする。
・親が自分の子供（乳幼児）
と遊ぶのは「223乳幼児と遊
ぶ」とする。

③ギャンブルとして特定されるゲーム。 ③賭け事　宝くじを買
う　パチンコ　競馬場
へ行く　競輪

53B ドライブ 趣味としての車の運転で特別な目的に関連
していない場合。
趣味として乗っているのであれば同乗者も
含む。

ドライブ　ツーリング ・車以外の運転（バイクな
ど）も含める。

53C 他に分類
　　されない
　　趣 味 ・
　　娯 楽

具体的な内容の特定できない趣味・娯楽。 旅行（旅行の内容が分
からない場合）　行楽

体を動かすことが目的で運動すること。 ・稽古事など人から教えても
らう場合も含める。
・学校の部活動,クラブ活動
で行うスポーツも含める。
・学校の授業として行うス
ポーツは「311学校での授
業・その他学校での行動」と
する。

①ウォーキングとハイキング。 ①町を散策する　自然
の中を散歩する　健康
のため散歩

②ジョギングとランニング。 ②子供の運動会でリ
レーをした

539 趣　味

・運動のための行動は含む
が，特別の目的がある移動
(例：職場に歩いて行く)は含
まない。
・犬を散歩させることが主な

54 スポーツ

53A ゲーム

541 エアロビ
　　クス系
　　スポーツ
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定義 内容例示 備考行動の種類

③サイクリング，スキー，スケート。 ③サイクリング　ス
キー　スケート

④体操。 ④美容体操　ラジオ体
操　朝の体操　スト
レッチング　チアリー
ディング

⑤器具を使った運動。 ⑤アーチェリー　弓道
剣道

542 球　技 ボールを用いるスポーツ。 ラグビー　バレーボー
ル　テニス　ゴルフ
野球　サッカー部の活
動

543 ウォータ
　　ー系スポ
　　ーツ

水に関係するスポーツ。 ウインドサーフィン
プールで泳ぐ　ダイビ
ング　アクアビクス
水球

544 成果物を
　　得る
　　スポーツ

成果物を得るための行動のうちスポーツに
関するもの。

釣り　猪を捕る ・狩猟も含める。

①その他のスポーツ。 ①ダンスをする　柔道
のけいこ　乗馬

②スポーツに関連した行動。 ②体操が始まるのを
待った　ネットを掃除
した　乗る馬を選んだ
スポーツ器具の組立・
修理

他に分類されないマスメディアを利用した
行動。

551 読　書 小説，伝記物等を読む。 恋愛物の本を読んだ
歴史に関する本を読む
スポーツの本を読んだ

・レポート作成のために本を
読むのは「312学校の宿題」
とする。
・単に読み物としてではなく
聖書を読むのは「512礼拝・
読経」とする。

①日刊，週刊，月刊，季刊等の刊行物，新
聞や雑誌を読む。

①新聞を読む　朝刊を
読む　コンピュータ雑
誌を読む　図書館で新
聞を読む

②漫画を読む。 ②漫画を読む
③パンフレット，広告等を見る。 ③衣類・家具・通信販

売のカタログを見る
旅行のパンフレットを
読む　利用案内を読む

553 テレビ テレビを見る。 テレビで映画を見る
子供とテレビを見る

・テレビで講座を受けるのは
「321学習・研究（学業以
外）」とする。
・テレビから録画したビデ
オ・ＤＶＤを見るのは「554
ビデオ・ＤＶＤ」とする。

554 ビデオ・
　　ＤＶＤ

ビデオ・ＤＶＤを見ること。 ＤＶＤで映画を見る
ホームビデオを見る

・借りてきたビデオ・ＤＶＤ
の映画鑑賞も含める。
・テレビから録画したビデ
オ・ＤＶＤを見ることも含め
る。

555 ラジオ ラジオで，音楽，ニュース，時事解説等を
聞く。

ラジオを聞く ・ラジオで講座を受けるのは
「321学習・研究（学業以
外）」とする。

556 ＣＤ・
　　カセット
　　テープ

ＣＤ，カセットテープ，レコードを聞く。 音楽をテープに録音す
る　音楽ＣＤを聞く

休養・くつろぎ。

561 休養・
　　くつろぎ

何もしない。物思いにふける。リラックス
する。休養する。

休養　ぼんやりして過
ごす　時間をつぶした
昼食後横になり休んだ
戸外で日光浴する
ゆったりする

移動,社会生活基本調査に関する行動及びい
ずれの分類区分にも分類されない行動。

目的の散歩は「537犬の散歩
等」とする。

6 その他

56 休養・
　 くつろぎ

55 マスメディア
　 利用

545 他に分類
　　されない
　　スポーツ

552 新 聞 ・
　　雑 誌
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定義 内容例示 備考行動の種類

いずれの項目にも含まれない移動。

611 家事的趣
　　味に伴う
　　移動

趣味のうち，物の生産及びサービスの提供
を伴う行動に関する移動。

釣りに行く　家庭菜園
へ行く（趣味）　イチ
ゴ農園へ行く

・以下の小分類に関する移動
が含まれる。
「533趣味としての菓子作
り」
「534成果物を得る趣味・娯
楽」
「535趣味としての園芸」
「536ペットの世話」
「537犬の散歩等」
「538趣味としての衣類等の
作製」
「544成果物を得るスポー
ツ」

612 その他の
　　移動

いずれの小分類にも含まれない移動。 食事をしに行く　診察
を受けるために病院へ
行く　ケーキを食べに
喫茶店へ行く

社会生活基本調査に関する行動及びいずれ
の分類区分にも分類されない行動。

621 社会生活
　　基本調査
　　に関連す
　　る行動

社会生活基本調査に関連した行動。 調査票の記入　調査員
に連絡する　子供が調
査票に記入するのを手
伝った

622 他に分類
　　されない
　　行動

いずれの小分類にも含まれない行動（移動
を除く）。

国際的にみて無償労働と捉える行動分類を
まとめたもの。趣味的な家事も含む。
具体的には以下の行動分類が含まれる。
　「2無償労働」
　「533趣味としての菓子作り」
　「534成果物を得る趣味・娯楽」
　「535趣味としての園芸」
　「536ペットの世話」
　「537犬の散歩等」
　「538趣味としての衣類等の作製」
　「544成果物を得るスポーツ」
　「611家事的趣味に伴う移動」

注）・行動の種類の前に付与されている番号が１桁のものは大分類，２桁のものは中分類，３桁のものは小分類と
　　　なっている。
　　・上記「家族」とは，同一世帯の世帯員か否かは問わない。
　　・上記「子供」とは，家族のうち，学齢17歳以下の者をいう。
　　・上記「乳幼児」とは，家族のうち，就学前の者をいう。

7 (再掲)無償労働
　　　 (国際比較)

62 調査・その他

61 移　動
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